
件  名 埼玉県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則について 

提案理由
 

 県立春日部特別支援学校宮代分校、県立上尾特別支援学校上尾南分

校及び県立騎西特別支援学校北本分校の設置に伴い、定員数等を定め

るため、埼玉県立特別支援学校管理規則の一部を別紙のとおり改正し

たいので審議願います。 

概  要 

 

１ 現行規則の内容 

  埼玉県立特別支援学校の管理運営の基本的事項について定めるも

の 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 第２条の改正 

   分校を置く学校として県立春日部特別支援学校、県立上尾特別

支援学校及び県立騎西特別支援学校を加える。 

 ⑵ 別表（第３条関係）の改正 

   県立春日部特別支援学校、県立上尾特別支援学校及び県立騎西

特別支援学校の分校・部科名、修業年限、定員数及び入学資格を

規定する。 

 ⑶ その他規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 

（県立学校人事課） 
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埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
」
を
「
、
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別

支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
春
日
部
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
及
び
埼
玉
県
立

騎
西
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
嵐
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上
尾
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別
支 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支 

支
援
学
校
嵐
山
学
園
分
校 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
東
原
二
百
六
十
四
番
一 

支
援
学
校
宮
代
分
校 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
六
百
十
一
番
地 

援
学
校
上
尾
南
分
校 

 
 

上
尾
市
中
新
井
五
百
八
十
五
番
地 

援
学
校
北
本
分
校 

 
 

 

北
本
市
古
市
場
一
丁
目
百
五
十
二
番
地 

 
 

 
 

」 

 

別
表
埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
塙
保
己
一
学
園
の
項
定
員
数
の
欄
中
「
五
四
」
を
「
四
八
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 
 

等 
 

「
二
七
」
を
「
二
四
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
春
日
部
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高 
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部 

三
年 

 
九
七 

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者 

 

部 

三
年 

 

九
七 

中
学
部
を
卒
業
し
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
又
は
こ
れ
に
準
ず 

を 

宮
代
分 

高
等
部 

三
年 

 

四
八 

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
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業
し
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又
は
こ
れ
に
準
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者 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高 
 

等 
 

部 

学
部
を
卒
業
し
た 

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

又
は
こ
れ
に
準
ず 

者
で
知
的
障
害
の 

る
も
の 

学
園
分
校 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
東
原
二
百
六
十
四
番
一
」
を 

に
改
め
る
。 
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又
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又
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等 
 

部 

三 
 

 

を
卒
業
し
た 

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

 

こ
れ
に
準
ず 

知
的
障
害
の 
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等 
 

部 

三
年 

 

八
四 

中
学
部
を
卒 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
又
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年 
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中
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る
者 
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又
は
こ
れ
に
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ず 

を 
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本
分 

高
等
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四
八 

中
学
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者
又
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る
者
で
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も
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た 

に
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ず 

 

業
し
た 

に
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る
。 

に
準
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

障
害
の 

 
 

 
 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 
埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則 

第
一
条 

（
略
） 

 

第
一
条 

（
略
） 

 

（
分
校
） 

（
分
校
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
川
越
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
、 

埼
玉
県
立
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立

越
谷
西
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
春
日
部
特

別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
及
び
埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支
援
学
校

に
分
校
を
置
く
。 

第
二
条 

埼
玉
県
立
川
越
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
、 

 

埼
玉
県
立
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支
援
学
校
、
埼
玉
県
立
越

谷
西
特
別
支
援
学
校
及
び
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
に
分
校
を
置
く
。 

２ 

分
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

分
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

名
称 

位
置 

 
 

名
称 

位
置 

 

 

（
略
） 

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校

嵐
山
学
園
分
校 

埼
玉
県
立
春
日
部
特
別
支
援
学
校

宮
代
分
校 

埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
上

尾
南
分
校 

埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支
援
学
校
北

本
分
校 

（
略
） 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
東
原
二
百

六
十
四
番
一 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
六
百
十
一
番
地 

 

上
尾
市
中
新
井
五
百
八
十
五
番
地 

 

北
本
市
古
市
場
一
丁
目
百
五
十
二
番
地 

 
 

（
略
） 

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校

嵐
山
学
園
分
校 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
略
） 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
東
原
二
百

六
十
四
番
一 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

 
 

第
三
条
～
第
十
三
条 

（
略
） 

第
三
条
～
第
十
三
条 

（
略
） 

 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 
別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 

学
校
名 

分
校
・
部
科
名 

修
業 

年
限 

定
員
数 

入
学
資
格 

 
 

学
校
名 

分
校
・
部
科
名 

修
業 

年
限 

定
員
数 

入
学
資
格 

 

 

埼
玉
県
立

特
別
支
援

学
校
塙
保

幼
稚
部 

  

三
年 

  

 

一
八 

  

三
歳
以
上
で
視

覚
障
害
の
あ
る

者 

 
 

埼
玉
県
立

特
別
支
援 

学
校
塙
保

幼
稚
部 

  

三
年 

  

 

一
八 

  

三
歳
以
上
で
視

覚
障
害
の
あ
る

者 
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己
一
学
園 

小
学
部 

   

六
年 

 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
視
覚
障

害
の
あ
る
者 

 
 

己
一
学
園 

       

小
学
部 

 

六
年 

 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
視
覚
障

害
の
あ
る
者 

 

中
学
部 

   

三
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
視
覚
障

害
の
あ
る
者 

中
学
部 

三
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
視
覚
障

害
の
あ
る
者 

高
等
部 

  

普
通
科 

 

三
年 

  

 

三
六 

  

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

高
等
部 

  

普
通
科 

 

三
年 

  

 

三
六 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 

専
攻 

科 

 

理
療
科 

三
年 

 

 

四
八 

高
等
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 

専
攻 

科 

 

理
療
科 

三
年 

 

 

五
四 

高
等
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

保
健
理 

療
科 

三
年 

 

二
四 

高
等
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

保
健
理 

療
科 

三
年 

 

二
七 

高
等
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

埼
玉
県
立

春
日
部
特

別
支
援
学

校 

 
 

      

小
学
部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

埼
玉
県
立

春
日
部
特

別
支
援
学

校 

小
学
部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 

中
学
部 

三
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

 
 

中
学
部 

三
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 

 
 
 
 
 

高
等
部 

 

三
年 

 

九
七 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 
 

 
 

高
等
部 

三
年 

九
七 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 
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宮
代
分
校 

高
等
部 

 

三
年 

 

四
八 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者

で
知
的
障
害
の

あ
る
も
の 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

埼
玉
県
立

上
尾
特
別

支
援
学
校 

小
学
部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

埼
玉
県
立

上
尾
特
別

支
援
学
校 

小
学
部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 

 
 
 

中
学
部 

三
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

 
 

中
学
部 

三
年 

 
 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 

 
 
 

 
 

高
等
部 

三
年 

八
四 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 
 

 
 

高
等
部 

三
年 

八
四 

中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者 

 

 

上
尾
南
分

校 

高
等
部 

三
年 

四
八 
中
学
部
を
卒
業

し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者

で
知
的
障
害
の

あ
る
も
の 

 
 
 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

埼
玉
県
立

騎
西
特
別

支
援
学
校 

小
学
部 

六
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

埼
玉
県
立

騎
西
特
別

支
援
学
校 

小
学
部 

六
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 

 
 

 
 

 

中
学
部 

三
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

 
 

中
学
部 

三
年 

 

学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
学
齢

生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 
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